
江津市社会福祉法人設立認可審査要綱 

平成 25 年 4 月 1 日 

告示第 72 号 

（目的） 

第１条 この要綱は、社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）第 31 条第１項及び第

32 条の規定に基づく社会福祉法人の設立認可に係る協議、申請及び審査等の手続

きに関し必要な事項を定めるものとする。 

（設立の協議） 

第２条 法人の設立をしようとする者（以下「協議者」という。）は、社会福祉法人

設立協議書（様式第１号）（以下「協議書」という。）により事前に社会福祉課長

（以下「課長」という。）に協議しなければならない。 

２ 前項の協議書は、国、県、市又は民間補助団体（公益財団法人日本財団、公益

財団法人中央競馬馬主福祉財団及び公益財団法人ＪＫＡに限る。）から補助金又は

助成金を受けて行う施設整備（以下「補助金等による施設整備」という。）を伴う

場合にあっては施設整備予定年度の前年度の４月末までに、その他の施設整備を

伴う場合にあっては施設整備に着手しようとする月の 10 月前までに、施設整備

を伴わない場合にあっては事業を開始しようとする月の 10 月前までに、社会福

祉課に提出するものとする。 

（事前審査） 

第３条 社会福祉課は、前条により提出された協議書の審査を行い、必要に応じ事

情を聴取し、資料の提出を求め、又は指導を行うものとする。 

２ 前項の審査は、法令及び関係通知により行うものとする。 

３ 第１項の審査のため社会福祉法人設立認可事前審査調書（様式第２号）及び社

会福祉法人設立認可事前審査調書記入上の留意事項（様式第２号別記）を定める。 

（社会福祉法人設立認可等及び施設整備審査委員会による審査） 

第４条 前条の審査を経た協議書は、別に定める江津市社会福祉法人設立認可及び

施設整備審査委員会設置要綱に基づく江津市社会福祉法人設立認可及び施設整備

審査委員会において審査するものとする。 

（設立の承認） 



第５条 課長は、前条の審査結果を協議者に対して通知するものとする。 ただし、

施設整備を伴うもので、施設整備について関係審議会で意見聴収したものについ

ては、その結果により通知するものとする。 

２ 課長は、設立の承認に当たって必要な条件を付すことができるものとする。 

３ 課長は、前項の条件を満たすことができない協議者について、設立の承認を取

り消すことができるものとする。 

（設立の認可申請） 

第６条 前条により設立の承認を受けた者（以下「認可申請者」という。）は、社会

福祉法施行規則（昭和 26 年 6 月 21 日厚生省令第 28 号）第２条第１項及び第２

項に規定する書類（様式第３号、以下「認可申請書」という。）を江津市長（以下

「市長」という。）に提出するものとする。 

２ 前項の認可申請は、補助金等による施設整備を伴う場合にあっては補助金等の

内定後速やかに、その他の施設整備を伴う場合にあっては前条による設立の承認

後（借入金により施設整備を行う場合は、借入金の内定後）速やかに、施設整備

を伴わない場合にあっては事業を開始しようとする日の２月前までに社会福祉課

へ提出するものとする。 

（審査） 

第７条 社会福祉課は、前条により提出された認可申請書の審査を行い必要に応じ

て事情を聴取し、協議者から資料の提出を求め、又は指導を行うものとする。 

２ 前項の審査は、法令及び関係通知に基づき行うものとする。 

（設立の認可） 

第８条 市長は、前条の審査の結果、法人の設立を適当と認めたときは、設立の認

可を行い認可申請者に通知するものとする。 

（認可の公表） 

第９条 市長は、前条により設立認可を行った場合は、次の事項を公表するものと

する。 

 ⑴ 法人の名称 

 ⑵ 事務所の所在地 

 ⑶ 役員等（評議員、理事、監事及び会計監査人をいう。ただし、会計監査人に



ついてはそれを置く場合に限る。）の氏名 

 ⑷ 設立認可年月日 

 ⑸ 設立当初の財産目録 

 ⑹ 経営する事業名 

 ⑺ 事業を行う施設の名称 

 ⑻ 所在（予定）地 

 ⑼ 定員 

 ⑽ 規模及び構造 

 ⑾ 事業開始予定年月日 

  （その他） 

第 10 条 この要綱に定めるもののほか、法人設立認可に係る審査に必要な事項は

市長が別に定めるものとする。 

附 則 

 この告示は、平成 25 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成 28 年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和３年４月１日から施行する。 


